
京都大阪森林管理事務所の概要

「清水の舞台」から見た高台寺山国有林（上方）

平成 年 月 日
1

平成２２年１０月１２日

京都大阪森林管理事務所



目 次

1. 国有林について1. 国有林について

2. 京都大阪森林管理事務所について

3 京都市周辺の国有林3. 京都市周辺の国有林

4. カシノナガキクイムシ被害について

5. 「京都伝統文化の森推進協議会」について

2



１ 国有林について１．国有林について
ア 国有林の分布

• 日本の国土の約２／３が森林。

• 日本の森林の約１／３が「国有林」。日本の森林の約１／３が 国有林」。

• 国有林は日本の国土の約２割。

面積 割合

国土面積 3,779万ｈａ 100%

うち森林 2 510万ｈａ 67%うち森林 2,510万ｈａ 67%

うち国有林 769万ｈａ 21%
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土地面積に占める国有林率

地域 国有林割合

北海道 ３７％

東北 ３２％

北陸 １５％

関東甲信越 １０％

東海 １０％

近畿 ３％近畿 ３％

中国 ５％

四国 １０％四国 １０％

九州・沖縄 １３％

4



イ 国有林の成立国有林 成

• 国有林は、明治２年の版籍奉還によって、明治政府が旧国有林は、明治 年の版籍奉還によって、明治政府が旧
幕藩有林を承継したことにより成立。

• 明治４年に「社寺上地令」により、旧社寺領を官有地に
編入。

• 明治６年から１４年にかけて、地租改正に伴って行われ
た土地の官民有区分により境界確定、村持入会林を国有
林に編入。

明治１ 年農商務省の設置に伴い官林の管轄が地方庁か• 明治１４年農商務省の設置に伴い官林の管轄が地方庁か
ら山林局へ移管（京都府から京都大林区署へ）。

明治３０年森林法（保安林制度） 明治３２年国有林野• 明治３０年森林法（保安林制度）、明治３２年国有林野
法

• 昭和２２年林政統一
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• 昭和２２年林政統



ウ 国有林の組織

• 林野庁が国営企業（現業）として国有林を管理経営。

• 林野庁本庁の下に、地方ブロック組織として７箇所の森林管
理局を設置。

• 森林管理署等が現場の管理経営を実施。

林野庁 農林水産省の外局

森林管理局 北海道、東北、関東、中部、近畿中国、四国、九州

森林管理署等

森林事務所

森林管理署（９８）、森林管理署支署（１４）、
森林管理事務所（８）
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森林事務所 全国で１，２５６箇所



２．京都大阪森林管理事務所について京都大阪森林管 事務所

• 近畿中国森林管理局の下部組織。

• 京都府・大阪府に所在する国有
林約５，７００ｈａの管理経営を担
当（森林面積に対する国有林の当（森林面積に対する国有林の
割合は、京都府で約１％、大阪府
で約２％）。

管 有 規模散在• 管内の国有林は小規模散在。

• 京都市内では、東山、貴船山、嵐
山などが国有林 大阪府内では山などが国有林、大阪府内では、
箕面山などが国有林。

• 森林事務所：７箇所（東山、上賀、
茂、綾部、宮津、 峰山、木津、箕
面）
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• 主な事業内容は以下の通り。主な事業内容は以下の通り。

（１） 製品生産事業
• 林産物の持続的・計画的な供給のため、木材を生産。

（２） 森林整備事業
• 京都議定書における森林吸収量確保のため、間伐を推進。

れ れ等 病 害 策も実施• 松枯れ、ナラ枯れ等の病虫害対策も実施。

（３） 治山事業

落石防止 斜面崩壊防止 渓流保全などを目的とする土木施設• 落石防止、斜面崩壊防止、渓流保全などを目的とする土木施設
を設置。

（４） 「国民の森林」に向けた取組（４） 国民の森林」に向けた取組

• 国有林を「国民の森林」とするため、関係者との幅広い連携を推
進。市民団体等への活動フィールドの提供、森林環境教育の実
施、ＣＳＲ活動への支援などに取り組み。施、ＣＳＲ活動への支援などに取り組み。
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製品生産事業（木材生産） 森林整備事業（病害虫駆除）
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治山事業（土砂流出防止） 「国民の森林」に向けた取組（森林環境教育）



３．京都市周辺の国有林京都市周辺 国有林

京都 東 方• 京都市は、北、東、西の三方に
森林が所在（「三山」）。国有林
も、北、東、西の三方に所在。

鞍馬山・貴船山国有林

• 京都市内には約１，４００ｈａの
国有林が所在。国有林が所在。

• 京都市内に所在する国有林の
ほとんどは 明治初期の「社寺

銀閣寺山国有林

ほとんどは、明治初期の「社寺
上知令」により国有林に編入さ
れた旧社寺領。

嵐山国有林 高台寺山国有林嵐山国有林
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京都市周辺の国有林



ア 高台寺山国有林ア 高台寺山国有林

• 「東山」の一部を構成。山麓には、清水寺や知恩院、八坂神社な東山」の 部を構成。山麓には、清水寺や知恩院、八坂神社な
どの著名な社寺が所在。

• 江戸時代までは、集約的な地元利用により、アカマツ林が生育。
国有林への編入後、地元利用が禁じられ、「禁伐」。以後、シイを
主体とする常緑広葉樹林に植生遷移が進行。

マツノザイセンチ ウやカシノナガキクイムシによる被害が発生• マツノザイセンチュウやカシノナガキクイムシによる被害が発生。

• 「京都伝統文化の森推進協議会」
がシイ林の林相転換に向けた試行がシイ林の林相転換に向けた試行
的な伐採を実施中。

11
シイの開花（５月）



イ 鞍馬山・貴船山国有林イ 鞍馬山 貴船山国有林

• 鞍馬寺・貴船神社の背景林。

• 鞍馬山国有林の一部に、文化財修復用材の供給を目指して、鞍馬山国有林 部 、文化財修復用材 供給を目指し 、
数百年の超長伐期施業を行う「京都古事の森」を設定。

• 「京都古事の森」を周回する探索路「京都古事の道」を開設。京都古事 森」を周回する探索路 京都古事 道」を開設。

• シカによる被害が多発。
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「京都古事の森」に生育する１００年生以上のヒノキ林



ウ 銀閣寺山国有林ウ 銀閣寺山国有林

銀閣寺 背景林 「 山 送り火 大文字山 隣接• 銀閣寺の背景林。「五山の送り火」の大文字山に隣接。

• 全国のマツ林に「松枯れ」が広がる中、学校や企業とも連携国 松 」 広 、 校 携
しながら、マツ林の再生に取り組み。

• 平成２０年には 「五山の送り火」の割木として 銀閣寺山国平成２０年には、「五山の送り火」の割木として、銀閣寺山国
有林産のアカマツ材を提供。
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大文字山に隣接する銀閣寺山国有林（左手）



エ 嵐山国有林エ 嵐山国有林

• 渡月橋から上流左手に見える森林は全て国有林。「マツとサ
クラの嵐山」。

• 景観保全のため、地元関係者との協力により、サクラなどの
苗木を植栽。

• 北向きの急斜面のため落石が頻発。山麓には多数の観光急斜面 落 頻発。 麓 多数 観光
客。落石防止が重要な課題。

• 昨年度、地元・研究・行政の三者昨年度、地元 研究 行政 者
との連携による意見交換会を開
催。今後の取扱方針をとりまとめ。
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春の嵐山国有林



（補足） 高台寺山国有林

ア 概要
• 面積：７５．２５ｈａ

三条通

面積：７５．２５ｈａ

• 法令制限：風致保安林、土砂流出防備
保安林、風致地区、歴史的風土特別保
存地区、鳥獣保護区

青蓮院 卍

知恩院 卍

• 「レクリエーションの森」（東山風景林）、
「世界文化遺産貢献の森林」に指定。

東大路

八坂神社

将軍塚

イ 特徴

• 明治４年の「社寺上知令」により、官有
地に編入された旧社寺領。

高台寺 卍
東山山頂公園

• 山麓には、清水寺、八坂神社、知恩院
などの著名な社寺が集中。

• 京都市内から見た眺望景観の重要な
構成要素

清水寺 卍

構成要素。
• 京都市内を眺める場。

• 市民の散策の場（林内には「京都一周

五条通
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• 市民の散策の場（林内には「京都一周
トレイル」をはじめ多くの歩道あり。）



ウ 変遷

• 江戸時代は、集約的な利用によりアカマツ林。

• 明治初期、「社寺上知」の際、社寺は、上知前に立木を売り払
土地 を政府 返還 乱伐が発生い、土地のみを政府に返還、乱伐が発生。

• その後、荒廃地にアカマツ林が拡大。

• 林政の整備により、禁伐化（風致保安林、保護林、風致地区）

• 昭和初期には、アカマツ林からシイ林に遷移。

• 昭和９年の室戸台風により、大被害。

• 昭和１１年に「東山国有林風致計画」
を策定（林況を被害前の程度に復旧）を策定（林況を被害前の程度に復旧）。
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参考：「東山／京都風景論」（加藤哲弘ほか編）



• 昭和３０年代以降、松枯れの広
がりにより、アカマツが更に衰退、
シイ林が拡大シイ林が拡大。

• 平成１７年から、「カシノナガキク
イムシ」によるナラ シイ カシ類イムシ」によるナラ、シイ、カシ類
の大量枯死（ナラ枯れ）が発生。
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資料：「人と景観の歴史」（小椋純一）



エ 課題エ 課題

• 社寺領に由来する複雑な歴史的経緯

→ 社寺を含む多様な関係者の意見調整→ 社寺を含む多様な関係者の意見調整

• 明治以降、大きく変化してきた森林の姿

「過去」の姿を目標とできず 景観的 生態的観点から見→ 「過去」の姿を目標とできず。景観的・生態的観点から見
た、森林の「あるべき姿」の検討

「国民の森林 国有林」の実現• 「国民の森林・国有林」の実現

→ 多様な関係者との連携による森林づくり

→ 多様な関係者との連携により森林整備を進める協議会
（「京都伝統文化の森推進協議会」）を立ち上げ、国有林に
おける森林整備・景観対策に取り組みおける森林整備 景観対策に取り組み。
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４ カシノナガキクイムシ被害について４．カシノナガキクイムシ被害について

ア カシノナガキクイムシとはア シ ナ キクイ シ

• 体長５ｍｍ程度の甲虫。

• 繁殖のために ナラ シイ カシ等の立木に集中的に穿孔して 立• 繁殖のために、ナラ、シイ、カシ等の立木に集中的に穿孔して、立
木内部で病原菌を繁殖させることにより、立木を枯死させる（「ナラ
枯れ」）。

毎年 月頃に健全な立木に飛来 穿入して 秋以降に立木が• 毎年６～８月頃に健全な立木に飛来・穿入して、秋以降に立木が
枯死。翌年６～７月頃に大量に繁殖した成虫が枯死木から分散飛
翔。

• ナラ枯れは、比較的高齢で大径木が多い広葉樹二次
林で発生することが多い。

• 昭和初期に 宮崎県・鹿児島県で初めて被害が発生• 昭和初期に、宮崎県・鹿児島県で初めて被害が発生。
京都府内では、平成３年に京都府北部の大江山で初め
て被害が発生。現在、主に日本海側で被害が拡大。
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イ 国有林におけるカシノナガキクイムシ防除対策

• 平成１７年に、高台寺山国有林で「ナラ枯れ」被害が発生（※京都
市内初）。

被害発見後 京都府 京都市 京都府立大学 森林総合研究所• 被害発見後、京都府、京都市、京都府立大学、森林総合研究所
等との連携により、「カシノナガキクイムシ対策会議」を設置。関係
者間で被害状況を共有するとともに、対策方針を協議。

• 枯損木については、全て、伐倒、玉切り後、農薬（ＮＣＳ燻蒸剤）処
理とビニールによる密封を実施。

• 高台寺山国有林における伐倒処理本数は 平成１７年度：７８本• 高台寺山国有林における伐倒処理本数は、平成１７年度：７８本、
１８年度：８２本、１９年度：１１５本、２０年度：
５５本、２１年度：５２本。現在のところ、爆発
的な増加は抑制的な増加は抑制。

• 平成２１年度からは、京都市北部及び南部
で被害が拡大

21

で被害が拡大。



ウ カシナガ被害のインプリケ シ ンウ カシナガ被害のインプリケーション

• カシナガ被害の対象となるシイ、カシ、ナラ類は、かつては、薪炭
材 短伐期 集約的 され きた樹種材として短伐期で集約的に利用されてきた樹種。

• 国有林編入後の禁伐主義、「エネルギー革命」による薪炭林の放
置により 広葉樹の大径木化が急速に進行 カシナガの繁殖に好置により、広葉樹の大径木化が急速に進行、カシナガの繁殖に好
適な環境が形成。

• カシナガ被害の原因の一つは、人間による森林利用形態の変化カシナガ被害の原因の は、人間による森林利用形態の変化
（森林の放置）と言える。

• カシナガ被害により大径木が枯死した後には 林内に形成された• カシナガ被害により大径木が枯死した後には、林内に形成された
ギャップに稚樹が生育して、森林の若返りが進む。

• 「カシナガ被害」を一概に「被害」と言えるか？
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５．「京都伝統文化の森推進協議会」について

ア 趣旨

日本文化の再生に向け 「東山風景

京都伝統 森推 協議 」

• 日本文化の再生に向け、「東山風景
林」（１９０ｈａ）を対象として、広範な
関係者の参加を通じ、東山国有林の
文化的価値につき情報発信を行うと文化的価値につき情報発信を行うと
ともに、森林整備・景観対策を実施。

イ 組織イ 組織

• 「『レク森』管理運営協議会」として、
協議会を設置。

協議会と京都大阪所が「『レク森』の• 協議会と京都大阪所が「『レク森』の
整備・管理及び活用に関する協定
書」を締結。

協議会の中に「文化的価値発信専門• 協議会の中に「文化的価値発信専門
委員会」「森林整備・景観対策専門委
員会」を設置。

事務局は京都市 林業振興課
23

• 事務局は京都市の林業振興課。
図：協議会イメージ図



ウ 活動内容

• シイ林に移行しつつある東山風景林
につき、専門家の知見を踏まえて長
期的な森林づくりの方向を議論、具
体的な森林整備活動を実施。

東山風景林の有する文化的価値に• 東山風景林の有する文化的価値に
つき、情報を発信。

エ 連携の形態エ 連携の形態

• 「『レク森』サポーター」：資金又は労
力の提供について協議会と協定を締
結結。

• 「活動協力団体」：各種活動に参加
• 民間企業等：協賛金の拠出
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オ 現在までの取組状況

• 平成１９年１２月に設立総会を開催。

• 平成２０年３月に、森林整備イベント
「伝統文化の森事始」を開催。

• 平成２０年８月に、協議会とサポー
ター４団体（青蓮院、清水寺、高台寺、
祇園商店街）が協定を締結。

• 平成２０年１２月に、「東山薪割イベン
ト」を開催。

• 平成２１年３月に 「斧入式」を開催• 平成２１年３月に、「斧入式」を開催。

• 平成２１年６月に、シンポジウム「森
に学び、森で学ぶ」を開催。

• 平成２１年１２月に、「東山を食べよ
う：薪割とシイの実料理」を開催。

• 平成２２年３月に、「清水山頂の景観
改善 向 た森づく を開催

25
改善に向けた森づくり」を開催。



カ 「京都伝統文化の森推進協議会」による林相改善

• 高台寺山国有林では、室戸台風後に生育したシイが林冠を優占。
林分構造が単純化 ５月にはシイの開花により 独特の景観林分構造が単純化。５月にはシイの開花により、独特の景観。

• 高台寺山国有林のあるべき姿に関する３つの議論
（１）シイ林の現状維持
（２）アカマツ林の再生
（３）サクラやカエデの植栽

• 「京都伝統文化の森推進協議会」では、「あるべき姿」について議
論中。当面は、技術的な知見を獲得するために、シイの試行的な
伐採を実施。

• １９年度には、「伝統文化の森 事始」として、地元関係者の参加に
よるシイの除伐を実施。

• ２０年度には、林内３箇所でのシイやヒノキの間伐作業開始に当２０年度には、林内３箇所でのシイやヒノキの間伐作業開始に当
たり、「斧入式」を開催。２１年度も、清水山山頂付近などで林相改
善事業を実施。

林相改善事業には「サポ タ 」からの資金を活用
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• 林相改善事業には「サポーター」からの資金を活用。


